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(57)【要約】
【課題】内視鏡の挿入部の先端部を細径化することがで
きる内視鏡を提供する。
【解決手段】本発明の内視鏡１０は、先端部本体４８の
外周面４８Ａの平面状の装着面８２に、キャップ本体５
４の延設部８６の平坦面８８Ｂを当接し、第１係合部９
０に第２係合部９２を係合させて、先端部本体４８とキ
ャップ本体５４とを連結する。また、本発明の内視鏡１
０は、先端部本体４８とキャップ本体５４との連結部９
４を覆う被覆部材９６の外周面に、紐状又は帯状の固定
部材９８を配置することにより、第１係合部９０と第２
係合部９２との係合を固定する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手軸を有する挿入部と、
　前記挿入部の先端側に配置され、前記挿入部の長手軸に沿った中心軸を有する円柱状に
構成された先端部本体と、
　前記先端部本体の先端面に対向して当接する基端面を有する板状のキャップ本体と、
　前記先端部本体の外周面の一部を平面状又は凹状に形成した装着面を有する装着部と、
　前記キャップ本体の前記基端面から前記先端部本体に向けて延出する延設部であって、
外表面と、前記外表面よりも前記中心軸に近い側に設けられ前記装着面に当接する当接面
とを有する延設部と、
　前記装着面に形成された第１係合部と、前記当接面に形成された第２係合部とから構成
され、前記第１係合部と前記第２係合部とを互いに係合させることにより、前記キャップ
本体と前記先端部本体とを連結する連結部と、
　前記連結部によって前記キャップ本体と前記先端部本体とが連結された状態で、前記先
端部本体の外周面及び前記延設部の前記外表面を覆う被覆部材と、
　前記被覆部材の外周面に設けられた紐状又は帯状の固定部材であって、前記中心軸の方
向において前記連結部が設けられる位置に配置され、前記第１係合部と前記第２係合部と
の係合を固定する固定部材と、
　を備える、内視鏡。
【請求項２】
　前記延設部の前記外表面は、前記中心軸に垂直な断面が円弧状に形成された円弧面であ
る、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記第１係合部と前記第２係合部とが互いに係合された状態で、前記延設部の前記外表
面の前記円弧面は、前記先端部本体の外周面と面一で連設される、請求項２に記載の内視
鏡。
【請求項４】
　前記先端部本体の前記第１係合部は凹部であり、前記延設部の前記第２係合部は凸部で
あり、
　前記凹部に前記凸部が係合した状態で、前記凸部の先端側には、前記凹部の先端側の側
壁面に係止される係止面が備えられる、請求項１、２又は３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記延設部の前記外表面は、前記キャップ本体の前記中心軸に垂直な径方向の外周端よ
りも前記径方向の内側にオフセットした位置に配置される、請求項１から４のいずれか１
項に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記オフセットの量は、前記被覆部材の厚さ、又は前記被覆部材の厚さと前記固定部材
の厚さを合算した厚さに等しい量である、請求項５に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記先端部本体の外周面、又は前記延設部の前記外表面が粗面である、請求項１から６
のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記装着面は平面状に形成され、前記当接面は平坦面である、請求項１から７のいずれ
か１項に記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記延設部の前記外表面を含む前記先端部本体の外周面と前記被覆部材との間にシール
剤が介在されている、請求項１から８のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項１０】
　前記装着部は、前記先端部本体の外周面の周方向において互いに異なる位置に配置され
た第１装着部及び第２装着部を有し、
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　前記延設部は、第１延設部及び第２延設部を有する、請求項１から９のいずれか１項に
記載の内視鏡。
【請求項１１】
　前記第１装着部及び前記第２装着部は、前記先端部本体の外周面のうち前記中心軸を挟
んだ位置に備えられる、請求項１０に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内視鏡に係り、特に挿入部の先端部に先端部本体とキャップとを備えた内視鏡
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示された内視鏡は、挿入部の先端部に金属製の先端構成部が備えられて
おり、この先端構成部の先端面には、キャップが着脱自在に取り付けられている。特許文
献１のキャップは、樹脂等により形成された先端カバーと環状壁とから構成される。先端
カバーは、環状壁の内面に設けられた凸状の係合部を弾性変形させながら先端構成部の外
周面に形成された凹部に係合させることで、先端構成部に外装されて固定される。先端カ
バーには、体腔内を観察するための観察窓、観察窓に洗浄水や空気を吹き付けて観察窓を
洗浄するためのノズル、体腔内を照射するための照明レンズが設けられている。また、先
端構成部の外周面には外皮が被覆されており、この外皮は接着部によって先端構成部に固
定されている。
【０００３】
　一方、特許文献２に開示された内視鏡は、挿入部の先端部に筒状の先端部本体が備えら
れており、この先端部本体の先端面には、キャップが取り付けられている。特許文献２の
キャップは、先端キャップとフランジ部とから構成される。先端部本体の先端側は、基端
側よりも小径の筒部として構成されており、この小径の筒部の外周に、キャップのフラン
ジ部を嵌合させることによって先端キャップが先端部本体に連結される。フランジ部は、
先端キャップの基端面に、先端部本体に向けて円筒状に構成されている。また、先端部本
体と先端キャップとの連結部は、アングルゴムで覆われており、アングルゴムの先端側は
、糸で縛って固着されるとともに、この糸の個所にエポキシ接着剤を塗布し固化させてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１２７５６７号公報
【特許文献２】特開２００５－５８４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の内視鏡は、先端カバー（キャップ本体に相当）の基端面に
環状壁を先端構成部（先端部本体に相当）に向けて延設し、環状壁の内面の凸状の係合部
を、先端構成部の外周面の凹部に係合させる構造なので、延設した環状壁の肉厚を確保す
る必要がある。このため、特許文献１の内視鏡は、環状壁の肉厚分だけ挿入部の先端部の
外径が大きくなるという問題があった。
【０００６】
　この問題は、特許文献２の内視鏡も有している。すなわち、特許文献２の内視鏡は、先
端キャップ（キャップ本体に相当）の基端面に円筒状のフランジ部を先端部本体に向けて
延設し、フランジ部を先端部本体の外周面に嵌合させる構造なので、フランジ部の肉厚を
確保する必要がある。このため、特許文献２の内視鏡も特許文献１の内視鏡と同様に、フ
ランジ部の肉厚分だけ挿入部の先端部の外径が大きくなるという問題があった。
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【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、内視鏡の挿入部の先端部を細径化す
ることができる内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的を達成するために、本発明に係る内視鏡は、長手軸を有する挿入部と、挿
入部の先端側に配置され、挿入部の長手軸に沿った中心軸を有する円柱状に構成された先
端部本体と、先端部本体の先端面に対向して当接する基端面を有する板状のキャップ本体
と、先端部本体の外周面の一部を平面状又は凹状に形成した装着面を有する装着部と、キ
ャップ本体の基端面から先端部本体に向けて延出する延設部であって、外表面と、外表面
よりも中心軸に近い側に設けられ装着面に当接する当接面とを有する延設部と、装着面に
形成された第１係合部と、当接面に形成された第２係合部とから構成され、第１係合部と
第２係合部とを互いに係合させることにより、キャップ本体と先端部本体とを連結する連
結部と、連結部によってキャップ本体と先端部本体とが連結された状態で、先端部本体の
外周面及び延設部の外表面を覆う被覆部材と、被覆部材の外周面に設けられた紐状又は帯
状の固定部材であって、中心軸の方向において連結部が設けられる位置に配置され、第１
係合部と第２係合部との係合を固定する固定部材と、を備える。
【０００９】
　本発明の内視鏡は、従来の内視鏡のように、先端部の太径化に起因する環状の環状壁又
は円筒状のフランジ部をキャップ本体に設けず、先端部本体の外周面に装着部を形成し、
装着部を形成することで先端部本体に空いたスペースにキャップ本体の延設部を配置し、
装着面の第１係合部に当接面の第２係合部を係合させて、キャップ本体と先端部本体とを
連結する。これにより、内視鏡の挿入部の先端部を細径化することができる。
【００１０】
　また、本発明の内視鏡は、キャップ本体と先端部本体との連結部を覆う被覆部材の外周
面に、紐状又は帯状の固定部材を配置することにより、第１係合部と第２係合部との係合
を固定したので、先端部本体に対するキャップ本体の脱落を確実に防止することができる
。
【００１１】
　本発明の一態様は、延設部の外表面は、中心軸に垂直な断面が円弧状に形成された円弧
面であることが好ましい。
【００１２】
　本発明によれば、延設部の外表面が滑らかな円弧面なので、外表面と被覆部材を密着さ
せることができ、気密性が向上する。
【００１３】
　本発明の一態様は、第１係合部と第２係合部とが互いに係合された状態で、延設部の外
表面の円弧面は、先端部本体の外周面と面一で連設されることが好ましい。
【００１４】
　本発明によれば、延設部の外表面と先端部本体の外周面との間に段差が無くなるので、
延設部の外表面を含む先端部本体の外周面を、被覆部材によって隙間なく被覆することが
でき、シール性が向上する。
【００１５】
　本発明の一態様は、先端部本体の第１係合部は凹部であり、延設部の第２係合部は凸部
であり、凹部に凸部が係合した状態で、凸部の先端側には、凹部の先端側の側壁面に係止
される係止面が備えられることが好ましい。
【００１６】
　本発明によれば、第１係合部と第２係合部とが係合されると、第２係合部の係止面が第
１係合部の先端側の側壁面に係止するので、先端部本体に対するキャップ本体の脱落をよ
り確実に防止することができる。
【００１７】
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　本発明の一態様は、延設部の外表面は、キャップ本体の中心軸に垂直な径方向の外周端
よりも径方向の内側にオフセットした位置に配置されることが好ましい。
【００１８】
　本発明によれば、延設部の外表面をオフセットした分だけ、キャップ本体の外形を小型
化することができるので、挿入部の先端部を更に細径化することができる。
【００１９】
　本発明の一態様は、オフセットの量は、被覆部材の厚さ、又は被覆部材の厚さと固定部
材の厚さを合算した厚さに等しい量であることが好ましい。
【００２０】
　本発明によれば、キャップ本体の外周端と、被覆部材の外周面との間の径方向の段差を
無くす、又は段差を抑えることができるので、段差に起因する先端部の太径化を防止する
ことができる。
【００２１】
　本発明の一態様は、先端部本体の外周面、又は延設部の外表面が粗面であることが好ま
しい。
【００２２】
　本発明によれば、延設部の外表面を含む先端部本体の外周面に対する被覆部材の固定力
が向上する。
【００２３】
　本発明の一態様は、装着面は平面状に形成され、当接面は平坦面であることが好ましい
。
【００２４】
　本発明によれば、装着面及び当接面を容易に加工することができ、かつ装着面に対する
当接面の組み付けも容易になる。
【００２５】
　本発明の一態様は、延設部の外表面を含む先端部本体の外周面と被覆部材との間にシー
ル剤が介在されていることが好ましい。
【００２６】
　本発明によれば、延設部の外表面を含む先端部本体の外周面と被覆部材との間の気密性
及び水密性が向上する。
【００２７】
　本発明の一態様は、装着部は、先端部本体の外周面の周方向において互いに異なる位置
に配置された第１装着部及び第２装着部を有し、延設部は、第１延設部及び第２延設部を
有することが好ましい。
【００２８】
　本発明によれば、先端部本体とキャップ本体との連結力が向上する。
【００２９】
　本発明の一態様は、第１装着部及び第２装着部は、先端部本体の外周面のうち中心軸を
挟んだ位置に備えられることが好ましい。
【００３０】
　本発明によれば、キャップ本体は、先端部本体を挟持するように先端部本体に連結され
るので、キャップ本体と先端部本体との連結力が向上する。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、内視鏡の挿入部の先端部を細径化することができる内視鏡を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】第１実施形態に係る内視鏡の全体構成を示す側面図
【図２】挿入部の先端部の構成を示す外観斜視図
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【図３】先端硬質部の断面図
【図４】先端部本体の先端面の正面図
【図５】連結された先端部本体４８とキャップ本体５４の断面図
【図６】先端部本体とキャップ本体との組立斜視図
【図７】先端部本体とキャップ本体の断面図
【図８】延設部の外表面の形状を示した先端部本体の概略正面図
【図９】延設部の外表面の他の形状を示した先端部本体の概略正面図
【図１０】延設部の外表面の他の形状を示した先端部本体の概略正面図
【図１１】延設部の外表面の他の形状を示した先端部本体の概略正面図
【図１２】延設部の外表面の他の形状を示した先端部本体の概略正面図
【図１３】延設部をオフセットすることなくキャップ本体に設けた先端硬質部の断面図
【図１４】装着面の形成位置の変形例を示した先端部本体の正面図
【図１５】装着面の形状の変形例を示した先端部本体の正面図
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、添付図面に従って本発明に係る内視鏡の好ましい実施形態について詳説する。
【００３４】
　図１は、本発明の内視鏡が適用された実施形態の気管支用の内視鏡１０の全体構成図で
ある。なお、本発明が適用される内視鏡は、気管支用の内視鏡１０に限定されず、例えば
大腸用等他の内視鏡にも適用することができる。
【００３５】
　内視鏡１０は、施術者が把持する操作部１２と、操作部１２に基端部が連結されて被検
体内に挿入される挿入部１４とを備える。操作部１２には、ユニバーサルケーブル１６の
基端部が接続され、ユニバーサルケーブル１６の先端部にはライトガイドコネクタ１８が
設けられる。ライトガイドコネクタ１８は、光源装置２０に接続され、これによって後述
する照明窓２２、２２（図２参照）に光源装置２０から照明光が送られる。また、ライト
ガイドコネクタ１８には、ケーブル２４を介して電気コネクタ２６が接続され、電気コネ
クタ２６はプロセッサユニット２８に接続される。
【００３６】
　操作部１２には、施術者によって操作される吸引ボタン３２及びシャッターボタン３４
が並設されるとともに、アングルレバー３６が回動自在に設けられる。また、操作部１２
には鉗子挿入部４０が設けられる。
【００３７】
　挿入部１４は、基端部から先端部に向けて軟性部４２、湾曲部４４、及び先端部である
先端硬質部４６によって構成される。湾曲部４４は、操作部１２のアングルレバー３６を
回動することによって遠隔的に湾曲操作される。これにより、先端硬質部４６を所望の方
向に向けることができる。
【００３８】
　図２は、先端硬質部４６の要部拡大斜視図である。図３は、先端硬質部４６の断面図で
あって、図１に示した挿入部１４の長手軸Ａに沿った断面図である。
【００３９】
　図３の如く、先端硬質部４６は、挿入部１４の先端側に配置された円柱状の先端部本体
４８と、キャップ５３とを備えて構成される。また、キャップ５３は、先端部本体４８の
先端面５０に対向して当接する基端面５２を有する円板状のキャップ本体５４と、後述す
る延設部８６（図７参照）と、から構成される。先端部本体４８は、その中心軸Ｂが挿入
部１４の長手軸Ａに沿って配置されている。すなわち、先端部本体４８は、挿入部１４の
長手軸Ａに沿った中心軸Ｂを有する。先端部本体４８とキャップ本体５４の連結構造につ
いては後述する。
【００４０】
　図２に示すキャップ本体５４の先端面５５には、図３の鏡胴３０が配置されるチャンネ
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ル５６、前述した照明窓２２、２２が配置されるチャンネル２１、２１、及び鉗子口６０
が設けられる。
【００４１】
　図４は、先端部本体４８の先端面５０を示した正面図である。
【００４２】
　図３、図４の如く、先端部本体４８には、鏡胴３０が配置されるチャンネル６２と、照
明窓２２、２２及び不図示の光ファイバが配置されるチャンネル６４、６４と、鉗子口６
０に対向したチャンネル６８と、がそれぞれ所定の位置に備えられている。一例としては
、図４の如く先端部本体４８の中心軸Ｂに対して真上にチャンネル６２が配置され、この
チャンネル６２を左右から挟むように照明窓２２、２２が配置され、チャンネル６２の真
下にチャンネル６８が配置される。チャンネル６２、６４、６８の直径は任意である。ま
た、これらのチャンネル６２、６４、６８は、先端部本体４８の中心軸Ｂに沿って備えら
れている。
【００４３】
　図３の如く、チャンネル６２には鏡胴３０が配置され、この鏡胴３０は、複数のレンズ
からなる観察光学系３１を保持している。鏡胴３０の基端部には、プリズム７０を介して
撮像素子７２が配設され、この撮像素子７２を支持する基板７４には、信号ケーブル７５
の先端部が接続される。信号ケーブル７５の基端部は図１の挿入部１４、操作部１２、ユ
ニバーサルケーブル１６及びケーブル２４に挿通されて電気コネクタ２６まで延設され、
プロセッサユニット２８に接続される。よって、図３の鏡胴３０から取り込まれた観察像
は、図３のチャンネル６２に配置された観察光学系３１及びプリズム７０を介して撮像素
子７２の受光面に結像され、撮像素子７２によって電気信号に変換された後、信号ケーブ
ル７５を介してプロセッサユニット２８に出力され、映像信号に変換される。これにより
、プロセッサユニット２８に接続されたモニタ７６に観察画像が表示される。撮像素子７
２としては、ＣＣＤ(Charge Coupled Device)型イメージセンサやＣＭＯＳ(Complementar
y Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサを用いることができる。
【００４４】
　図４のチャンネル６４、６４には、不図示の光ファイバの先端部が配置される。この光
ファイバの基端部は、図１の挿入部１４、操作部１２、及びユニバーサルケーブル１６に
挿通され、ライトガイドコネクタ１８まで延設される。したがって、ライトガイドコネク
タ１８が光源装置２０に接続されると、光源装置２０から照射された照明光が光ファイバ
を介して図２の照明窓２２、２２に伝送され、照明窓２２、２２から前方に照射される。
【００４５】
　図３のチャンネル６８には、鉗子チューブ８０の先端部が鉗子パイプ８１を介して接続
される。鉗子チューブ８０の基端部は、図１の挿入部１４に挿通されて鉗子挿入部４０に
連通されている。よって、鉗子挿入部４０から鉗子、高周波メス等の各種の処置具４１を
挿入することによって、この処置具４１を図２の鉗子口６０から導出することができる。
また、鉗子チューブ８０は、図１の吸引コネクタ８３と一体となった吸引ボタン３２によ
って操作される不図示の吸引バルブに連通される。したがって、吸引コネクタ８３に不図
示の吸引ポンプを接続し、吸引ボタン３２によって吸引バルブを操作することによって、
鉗子口６０から残渣や汚物等を、鉗子チューブ８０を介して吸引することができる。
【００４６】
　次に、先端部本体４８とキャップ本体５４との連結構造について説明する。
【００４７】
　図５は、連結された先端部本体４８とキャップ本体５４の断面図である。図６は、先端
部本体４８とキャップ本体５４との組立斜視図である。図７は、図６に対応する先端部本
体４８とキャップ本体５４の断面図であって、中心軸Ｂに沿った断面図である。なお、図
５、図７においては、先端部本体４８の断面を簡略して示している。
【００４８】
　図４から図７の如く、先端部本体４８には、先端部本体４８の外周面４８Ａの一部を平
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面状に形成した装着面８２を有する装着部８４が備えられる。装着面８２は、その法線方
向が中心軸Ｂに対して直交する方向と一致するように形成されているが、装着面８２の形
成方向はこれに限定されず、装着面８２の法線方向が、中心軸Ｂに対して直交する方向に
対し傾斜した方向と一致するように形成されていてもよい。すなわち、装着面８２は、装
着面８２の基端側に後述する第１係合部９０が形成されていれば、その形成方向は問わな
い。また、装着面８２の形成方法は、特に限定されるものではないが、例えば、先端部本
体４８の外周面４８Ａを切削工具により切削加工することによって装着面８２を形成して
もよいし、鋳型成形により装着面８２を形成してもよい。
【００４９】
　装着部８４は、外周面４８Ａの周方向において、少なくとも２か所備えられることが好
ましい。実施形態の装着部８４は、第１装着部８４Ａ及び第２装着部８４Ｂを有している
。第１装着部８４Ａ及び第２装着部８４Ｂの配置位置は、外周面４８Ａの周方向において
互いに異なる位置であればよいが、実施形態では、先端部本体４８の外周面４８Ａのうち
中心軸Ｂを挟んだ位置に好ましく配置される。実施形態の第１装着部８４Ａ及び第２装着
部８４Ｂは、チャンネル６４とチャンネル６８の両側方に位置する外周面４８Ａの一部分
であって、先端部本体４８の強度に影響を与えない肉厚部分を切り欠いて装着面８２が備
えられている。なお、装着面８２の位置は、図４の位置に限定されるものではないが、チ
ャンネル６２、６４、６８の位置に応じた位置、つまり、先端部本体４８の強度に影響を
与えない位置に設けることが好ましい。装着部８４は、外周面４８Ａの周方向において１
箇所にのみ備えられていればよいが、先端部本体４８にキャップ本体５４を安定して連結
するためには、前述の如く少なくとも２か所備えられることが好ましい。
【００５０】
　一方、キャップ本体５４には、キャップ本体５４の基端面５２から先端部本体４８に向
けて延出する延設部８６であって、外表面８８Ａと、外表面８８Ａよりも中心軸Ｂに近い
側に設けられ装着面８２に当接する当接面としての平坦面８８Ｂとを有する延設部８６が
備えられる。実施形態の延設部８６は、装着部８４に対応させて、少なくとも２か所備え
られることが好ましい。実施形態の延設部８６は、第１延設部８６Ａ及び第２延設部８６
Ｂを有している。また、第１延設部８６Ａ及び第２延設部８６Ｂは、中心軸Ｂに沿って延
設されている。延設部８６は、１か所にのみ備えられていればよいが、先端部本体４８に
キャップ本体５４を安定して連結するためには、前述の如く少なくとも２か所備えられる
ことが好ましい。また、平坦面８８Ｂは、装着面８２に沿って平坦に形成され、装着面８
２に密着される。
【００５１】
　延設部８６の外表面８８Ａの形状は、図８に示した先端部本体４８の概略正面図の如く
、中心軸Ｂに垂直な断面が円弧状に形成された円弧面である。この外表面８８Ａは、後述
する第１係合部９０と第２係合部９２とが互いに係合された状態で、先端部本体４８の外
周面４８Ａと面一で連設される。すなわち、外表面８８Ａは、外周面４８Ａの曲率半径と
等しい曲率半径の円弧面に形成され、その円弧面の両側端部が外周面４８Ａと連設されて
いる。なお、外表面８８Ａの円弧面は、外周面４８Ａと面一で連設されるものに限定され
ず、例えば、図９に示す変形例の如く、外周面４８Ａの曲率半径よりも小さい円弧面の外
表面８８Ｃとしてもよく、図１０に示す他の変形例の如く、外周面４８Ａの曲率半径より
も大きい円弧面の外表面８８Ｄとしてもよい。また、外表面８８Ａの形状は、円弧面に限
定されるものではない。例えば、図１１に示す変形例の如く、平坦面の外表面８８Ｅであ
ってもよい。この形状の場合には、外表面８８Ｅの縁部を角面取りすることが好ましい。
また、図１２に示す他の変形例の如く、外周面４８Ａの円周から径方向外側に中央部８８
Ｆが突出した形状の外表面８８Ｇであってもよい。つまり、外表面８８Ｇは、装着部が無
いとした場合における一点鎖線で示す円形の外周面４８Ａに対して、両側の端部８８Ｈか
ら中央部８８Ｆに向けて径方向外側に徐々に離れていく形状に形成される。具体的にこの
外表面８８Ｇは、中央部８８Ｆの表面の円弧面が外周面４８Ａの曲率半径よりも小さく、
かつ中央部８８Ｆを除く両側の表面の曲率半径が外周面４８Ａの曲率半径よりも大きく形
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成されている。
【００５２】
　先端部本体４８とキャップ本体５４との連結構造においては、図７の如く、装着面８２
に形成された第１係合部９０と、平坦面８８Ｂに形成された第２係合部９２とから構成さ
れた連結部９４（図５参照）が備えられ、第１係合部９０と第２係合部９２とを互いに係
合させることにより、キャップ本体５４と先端部本体４８とが連結される。
【００５３】
　実施形態では、第１係合部９０は凹部であり、第２係合部９２は凸部である。また、第
１係合部９０に第２係合部９２が係合した状態で、第２係合部９２の先端側には、第１係
合部９０の先端側の側壁面９０Ａに係止される係止面９２Ａが備えられることが好ましい
。なお、第１係合部９０を凸部とし、第２係合部９２を凹部としてもよく、第１係合部９
０に係止面を備え、第２係合部９２に側壁面を備えてもよい。
【００５４】
　一方、第１延設部８６Ａ及び第２延設部８６Ｂのそれぞれの外表面８８Ａは、キャップ
本体５４の中心軸Ｂに垂直な径方向の外周端５４Ａよりも径方向の内側にオフセットした
位置に配置されることが好ましい。
【００５５】
　また、連結部９４によって先端部本体４８とキャップ本体５４とが連結された状態で、
先端部本体４８の外周面４８Ａ及び第１延設部８６Ａ及び第２延設部８６Ｂのそれぞれの
外表面８８Ａを覆う被覆部材９６が備えられる。この被覆部材９６は、例えばゴム製のチ
ューブであり、弾性をもって外周面４８Ａ及び外表面８８Ａに密着される。
【００５６】
　被覆部材９６の外周面９６Ａには、糸状の固定部材９８が備えられる。この固定部材９
８は、中心軸Ｂの方向において連結部９４が設けられる位置に配置され、第１係合部９０
と第２係合部９２との係合を、被覆部材９６を介して径方向に締め付け固定する。この固
定部材９８は、外周面９６Ａに塗布された接着剤１００によって外周面９６Ａに固着され
る。なお、糸状の固定部材９８に代えて紐状、帯状の固定部材を用いてもよい。ここで、
糸状とは、糸のように細く長いものを言い、１本の単糸の他に、複数の繊維が絡み合うこ
とで、又は、複数の糸が撚り合わされることで、全体として１本の糸とみなすことができ
るものも含む。また、紐状とは、糸状をより上位概念化したものであり、柔軟性のある棒
状のものも含み、中実の部材の他、チューブ等の細長い中空の部材も含む。また、帯状と
は、全体として幅に対して小さな厚みで大きな長さを有する略長板形状のものである。こ
れらの紐状（糸状を含む）又は帯状の固定部材９８は、被覆部材９６の外周面９６Ａに巻
回される。
【００５７】
　上記の如く構成された内視鏡１０によれば、以下の効果を有する。
【００５８】
　実施形態の内視鏡１０によれば、従来の内視鏡のように、先端部の太径化に起因する環
状の環状壁又は円筒状のフランジ部をキャップ本体に設けず、先端部本体４８の外周面４
８Ａに装着部８４を形成している。そして、装着部８４を形成することで先端部本体４８
に空いたスペースに、キャップ本体５４の延設部８６を配置し、第１係合部９０に第２係
合部９２を係合させて、先端部本体４８とキャップ本体５４とを連結している。
【００５９】
　これにより、実施形態の内視鏡１０によれば、先端部本体４８とキャップ本体５４との
連結に関し、装着部８４のスペースを有効利用したので、環状の環状壁又は円筒状のフラ
ンジ部をキャップ本体に設けた従来の内視鏡と比較して、挿入部１４の先端部である、先
端硬質部４６を細径化することができる。
【００６０】
　また、実施形態の内視鏡１０は、先端部本体４８とキャップ本体５４との連結部９４を
覆う被覆部材９６の外周面に、紐状又は帯状の固定部材９８を配置することにより、第１
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係合部９０と第２係合部９２との係合を固定したので、先端部本体４８に対するキャップ
本体５４の脱落を確実に防止することができる。
【００６１】
　また、延設部８６の外表面８８Ａは、中心軸Ｂに垂直な断面が円弧状に形成された円弧
面である。これにより、実施形態の内視鏡１０によれば、延設部８６の外表面８８Ａが滑
らかな円弧面なので、外表面８８Ａと被覆部材９６を密着させることができ、気密性が向
上する。
【００６２】
　また、第１係合部９０と第２係合部９２とが互いに係合された状態で、外表面８８Ａの
円弧面は、先端部本体４８の外周面４８Ａと面一で連設されている。これにより、実施形
態の内視鏡１０によれば、延設部８６の外表面８８Ａと先端部本体４８の外周面４８Ａと
の間に段差が無くなるので、延設部８６の外表面８８Ａを含む先端部本体４８の外周面４
８Ａを、被覆部材９６によって隙間なく被覆することができ、シール性が向上する。
【００６３】
　また、第１係合部９０は凹部であり、第２係合部９２は凸部であり、第１係合部９０に
第２係合部９２が係合した状態で、第２係合部９２の先端側には、第１係合部９０の先端
側の側壁面９０Ａに係止される係止面９２Ａが備えられている。これにより、実施形態の
内視鏡１０によれば、第１係合部９０と第２係合部９２とが係合されると、第２係合部９
２の係止面９２Ａが第１係合部９０の先端側の側壁面９０Ａに係止するので、先端部本体
４８に対するキャップ本体５４の脱落をより確実に防止することができる。
【００６４】
　また、延設部８６の外表面８８Ａは、キャップ本体５４の中心軸Ｂに垂直な径方向の外
周端５４Ａよりも径方向の内側にオフセットした位置に配置されている。これにより、実
施形態の内視鏡１０によれば、延設部８６の外表面８８Ａをオフセットした分だけ、キャ
ップ本体５４の外形を小型化することができるので、先端硬質部４６を更に細径化するこ
とができる。
【００６５】
　また、オフセットの量ａ（図７参照）は、図５に示す被覆部材９６の厚さｂ、又は被覆
部材９６の厚さｂと固定部材９８の厚さｃを合算した厚さに等しい量に設定されている。
これにより、実施形態の内視鏡１０によれば、キャップ本体５４の外周端５４Ａと、被覆
部材９６の外周面９６Ａとの間の径方向の段差を無くす、又は段差を抑えることができる
ので、段差に起因する先端硬質部４６の太径化を防止することができる。
【００６６】
　なお、延設部８６をオフセットすることなくキャップ本体５４に設けることもできる。
すなわち、図１３に示す先端硬質部４６の断面図の如く、キャップ本体５４の外周端５４
Ａから連設して延設部８６を設けてもよい。
【００６７】
　また、図６の如く、先端部本体４８の外周面４８Ａ、又は延設部８６の外表面８８Ａが
粗面に加工されている。これにより、実施形態の内視鏡１０によれば、延設部８６の外表
面８８Ａを含む先端部本体４８の外周面４８Ａと被覆部材９６との摩擦抵抗が増加するの
で、延設部８６の外表面８８Ａを含む先端部本体４８の外周面４８Ａに対する被覆部材９
６の固定力が向上する。なお、前述の粗面は、外周面４８Ａと外表面８８Ａの双方に付与
してもよいが、少なくとも一方に付与すればよい。この粗面は、サンドブラスト加工又は
スポンジブラスト加工によって付与することができる。
【００６８】
　また、図４の如く装着面８２は平面状に形成され、装着面８２に当接する当接面は平坦
面８８Ｂであるので、組付けが容易であり、また加工も容易である。
【００６９】
　また、図５の如く、延設部８６の外表面８８Ａを含む先端部本体４８の外周面４８Ａと
被覆部材９６との間にシール剤１０２が介在されていることが好ましい。これにより、実
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施形態の内視鏡１０によれば、延設部８６の外表面８８Ａを含む先端部本体４８の外周面
４８Ａと被覆部材９６との間の気密性及び水密性が向上する。
【００７０】
　また、図４から図７の如く装着部８４は、第１装着部８４Ａ及び第２装着部８４Ｂを有
し、延設部８６は、第１延設部８６Ａ及び第２延設部８６Ｂを有している。また、図４の
如く第１装着部８４Ａ及び第２装着部８４Ｂは、先端部本体４８の外周面４８Ａのうち中
心軸Ｂを挟んだ位置に備えられている。これにより、実施形態の内視鏡１０によれば、キ
ャップ本体５４は、先端部本体４８を径方向外側から径方向内側に向けて挟持するように
先端部本体４８に連結されるので、先端部本体４８とキャップ本体５４との連結力が向上
する。
【００７１】
　図１４は、先端部本体４８に対する装着面８２Ａの形成位置の変形例を示した先端部本
体４８の正面図である。図１４に示す先端部本体４８は、図４に示した先端部本体４８に
対してチャンネル６８を備えていないものである。図１４の先端部本体４８においては、
一対のチャンネル６４の下方の外周面４８Ａの一部を平面状に切り欠くことにより、１つ
の装着面８２Ａが形成されている。すなわち、先端部本体４８に対して強度に影響を与え
ない領域を切り欠いて装着面８２Ａが形成されている。
【００７２】
　図１５は、装着面８２Ｂの形状の変形例を示した先端部本体４８の正面図である。図１
５に示す装着面８２Ｂは、先端部本体４８の外周面の一部を凹状に形成したものである。
そして、この凹状の装着面８２Ｂに当接する延設部８６の当接面は、凸状の曲面となる。
装着面及び当接面の形状は、装着面に当接面が当接する形状であれば、如何なる形状のも
のであってもよい。
【符号の説明】
【００７３】
Ａ　長手軸
Ｂ　中心軸
１０　内視鏡
１２　操作部
１４　挿入部
１６　ユニバーサルケーブル
１８　ライトガイドコネクタ
２０　光源装置
２１　チャンネル
２２　照明窓
２４　ケーブル
２６　電気コネクタ
２８　プロセッサユニット
３０　鏡胴
３１　観察光学系
３２　吸引ボタン
３４　シャッターボタン
３６　アングルレバー
４０　鉗子挿入部
４１　処置具
４２　軟性部
４４　湾曲部
４６　先端硬質部
４８　先端部本体
４８Ａ　外周面
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５０　先端面
５２　基端面
５３　キャップ
５４　キャップ本体
５４Ａ　外周端
５５　先端面
５６　チャンネル
６０　鉗子口
６２　チャンネル
６４　チャンネル
６８　チャンネル
７０　プリズム
７２　撮像素子
７４　基板
７５　信号ケーブル
７６　モニタ
８０　鉗子チューブ
８１　鉗子パイプ
８２　装着面
８２Ａ　装着面
８２Ｂ　装着面
８３　吸引コネクタ
８４　装着部
８４Ａ　第１装着部
８４Ｂ　第２装着部
８６　延設部
８６Ａ　第１延設部
８６Ｂ　第２延設部
８８Ａ　外表面
８８Ｂ　平坦面
８８Ｃ　外表面
８８Ｄ　外表面
８８Ｅ　外表面
８８Ｆ　中央部
８８Ｇ　外表面
８８Ｈ　端部
９０　第１係合部
９０Ａ　側壁面
９２　第２係合部
９２Ａ　係止面
９４　連結部
９６　被覆部材
９６Ａ　外周面
９８　固定部材
１００　接着剤
１０２　シール剤
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